
告 示

�愛媛県告示第１４６６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり字を廃止する旨の届出が

あった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大字本九島、大字百之浦及び大字蛤の区域内の小字を全部

廃止する。
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�愛媛県告示第１４６７号
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の８第２項の規定

に基づき、危険物取扱者試験に係る指定試験機関から次のと

おり主たる事務所の所在地を変更する旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定試験機関の名称

財団法人消防試験研究センター

２ 主たる事務所の所在地

変更前 東京都港区麻布台一丁目１１番９号

変更後 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号

３ 変更年月日

平成１７年８月１日
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�愛媛県告示第１４６８号
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第４項におい

て準用する同法第１３条の８第２項の規定に基づき、消防設備

士試験に係る指定試験機関から次のとおり主たる事務所の所

在地を変更する旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定試験機関の名称

財団法人消防試験研究センター

２ 主たる事務所の所在地

変更前 東京都港区麻布台一丁目１１番９号

変更後 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号

３ 変更年月日

平成１７年８月１日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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�愛媛県告示第１４６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定し

た。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関が、名称を次のように変更した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

西田歯科医院 西 田 雅 一 伊予郡松前町恵久美６３
４－２

平成１７年
６月１３日

岡 宮 眼 科 医療法人
岡 宮 眼 科

北宇和郡鬼北町近永１４
８９番地１

平成１７年
６月１日

さかろく調剤薬
局

株式会社
日本サンメディ
ックス

八幡浜市向灘字高城２２
９－２

平成１７年
６月１日

中西歯科矯正歯
科 中 西 正 一 新居浜市中須賀町二丁

目２－２８
平成１７年
６月１日

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

星野鍼灸接骨院 星 野 泰 隆 今治市南高下町４－１
－１

平成１７年
６月２２日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

岡 宮 眼 科 岡 宮 史 武 北宇和郡鬼北町近永１４
８９番地１

平成１７年
６月１日

河野歯科医院 河 野 文 子 八幡浜市保内町宮内２
番耕地６６番地

平成１７年
４月１３日

さかろく調剤薬
局 酒六株式会社 八幡浜市向灘字高城２２

９－２
平成１７年
６月１日

中西歯科矯正歯
科 中 西 憲 正 新居浜市中須賀町二丁

目２－２８
平成１７年
６月１日

介 護 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

老人保健施設ヒロセ 介護老人保健施設ヒロセ 医療法人陽成会 今治市国分７－４－１ 平成１７年１月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人フラッ
ト 今治市新谷乙２２３番地７２ 特定非営利活動法人フラッ

ト訪問介護事業所
今治市北宝来町三丁目１－
１３ 平成１７年５月３１日

株式会社アコンプリシー 松山市久万ノ台１７６番地３ 訪問介護ステーション笑歩
会 宇和島市保田甲９８３番地５ 平成１７年６月７日

株式会社アコンプリシー 松山市久万ノ台１７６番地３ 訪問入浴サービス笑歩会 宇和島市保田甲９８３番地５ 平成１７年６月７日

株式会社コムスン
東京都港区六本木六丁目１０
番１号六本木ヒルズ森タワ
ー

株式会社コムスン八幡浜中
央ケアセンター

八幡浜市１５６９－１４阿部貸店
舗１Ｆ１号 平成１７年４月１日

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 平成１７年５月３０日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

７９６



��������������
�愛媛県告示第１４７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人口羽外科胃腸科医
院

北宇和郡津島町高田丙５４７
－１

口羽指定居宅介護支援事業
所

北宇和郡津島町高田丙５４７
－１ 平成１７年５月２４日

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 ライフケア 新居浜市宮原町１２番２１号 平成１７年５月３０日

有限会社ケア・サポート太
陽

南宇和郡愛南町御荘平城１６
２５番地１

ケア・サポート太陽指定居
宅介護支援事業所

南宇和郡愛南町御荘平城１６
２５番地１ 平成１７年６月８日

社会福祉法人はぴねす福祉
会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

居宅介護支援事業所プラチ
ナガーデン

新居浜市一宮町二丁目６番
７２号 平成１７年６月１５日

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 老人短期入所施設湯乃香荘 北宇和郡津島町大字山財５８
６１番地 平成１７年６月１日

有限会社ケア・サポート太
陽

南宇和郡愛南町御荘平城１６
２５番地１

ケア・サポート太陽指定訪
問介護事業所

南宇和郡愛南町御荘平城１６
２５番地１ 平成１７年６月８日

社会福祉法人はぴねす福祉
会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

訪問介護事業所プラチナガ
ーデン

新居浜市一宮町二丁目６番
７２号 平成１７年６月１５日

社会福祉法人はぴねす福祉
会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

通所介護事業所プラチナガ
ーデン

新居浜市一宮町二丁目６番
７２号 平成１７年６月１５日

社会福祉法人はぴねす福祉
会

新居浜市若水町一丁目９番
１３号

短期入所生活介護事業所プ
ラチナガーデン

新居浜市一宮町二丁目６番
７２号 平成１７年６月１５日

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 訪問介護事業所まごころケ
アー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１７年６月１６日

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 通所介護事業所まごころケ
アー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１７年６月１６日

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 痴呆対応型共同生活介護事
業所まごころケアー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１７年６月１６日

株式会社悠遊社 松山市余戸南２－２４－３８ デイホームきて民家 西条市丹原町願連寺２１４番
地２ 平成１７年６月２１日

有限会社オアシス 伊予郡砥部町高市１３１８番地 グループホームぽかぽか 伊予郡砥部町高市１３１８番地 平成１７年７月８日

有限会社別当 宇和島市別当五丁目３番２
号 グループホームコスモス 北宇和郡三間町黒川３８５－

１ 平成１７年７月１１日

財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 デイサービスセンター結い 南宇和郡愛南町御荘平城３７
７８－１ 平成１７年７月７日

医療法人三省会 今治市常盤町５－３－３７ ときわホームヘルプサービ
ス 今治市常盤町５－３－３７ 平成１７年７月６日

財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 財団法人正光会デイサービ
スセンター虹 宇和島市柿原１２８０番地 平成１７年７月１１日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

７９７
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�愛媛県告示第１４７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 指定居宅介護支援事業所ま
ごころケアー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１７年６月１６日

医療法人三省会 今治市常盤町５－３－３７ 指定居宅介護支援事業所村
上 今治市常盤町５－３－３７ 平成１７年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号

（変更後）
介護老人保健施設ヒロセ

今治市国分７－４－１ 平成１７年１月１６日
（変更前）
老人保健施設ヒロセ

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協御荘訪問介護事

業所
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協内海訪問介護事

業所
南宇和郡愛南町柏４３４番地
１ 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協一本松訪問介護

事業所
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１ 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協西海訪問介護事

業所
南宇和郡愛南町樫月２１２番
地１ 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協御荘訪問入浴事

業所
南宇和郡愛南町樫月２１２番
地１ 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協指定通所介護事

業所
南宇和郡愛南町樫月２１２番
地１ 平成１７年４月１日

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

７９８
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を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

介護センターアットホーム
合資会社 宇和島市川内甲１０９９－６ 介護センターアットホーム

（変更後）
宇和島市川内甲１０９９－６

平成１７年４月１０日
（変更前）
宇和島市桝形町二丁目１番
６号

介護サービス野の花有限会
社

北宇和郡鬼北町大字内深田
１２４８番地２

介護サービス野の花有限会
社

（変更後）
北宇和郡鬼北町大字内深田
１２４８番地２

平成１７年３月２８日
（変更前）
宇和島市柿原４１－１

四国医療サービス株式会社 高知県高知市南竹島町３５ 四国医療サービス株式会社
宇和島営業所

（変更後）
宇和島市高串３番耕地５９番
４

平成１７年１月１５日
（変更前）
宇和島市川内甲１０７７

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協城辺訪問介護事

業所

（変更後）
南宇和郡愛南町城辺甲２４２０

平成１７年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

（変更前）
南宇和郡愛南町城辺甲２４８７
番地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人風早偕楽園 松山市下難波乙１４５－３４

（変更後）
指定居宅介護支援事業所菊
仙荘

今治市菊間町種３５６０－５ 平成１７年４月１３日
（変更前）
指定居宅介護支援事業所在
宅介護支援センター菊仙荘

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 居宅介護支援事業所ヒロセ

（変更後）
今治市国分七丁目４番３６号

平成１７年５月１日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

７９９
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�愛媛県告示第１４８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地及び居宅介護支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地 愛南町社協居宅介護支援事

業所

（変更後）
南宇和郡愛南町御荘平城２１
３９番地

平成１７年４月１日
（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

（変更前）
南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

（変更前）
今治市国分７－４－１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福
祉協議会

南宇和郡愛南町一本松５０４９
番地１

愛南町社協城辺訪問入浴事
業所

南宇和郡愛南町城辺甲２４８７
番地 平成１７年３月３１日

社会福祉法人大島福祉会 越智郡吉海町仁江２６２－１ 指定訪問介護事業所阿育苑 越智郡吉海町仁江２６２－１ 平成１３年４月１日

八幡浜市 八幡浜市北浜一丁目１番１
号

湯島介護支援サービス事業
所

八幡浜市大字五反田１番耕
地８０６番地 平成１３年４月１日

緒 方 勝 昭 大洲市若宮４９６ 緒方薬局 大洲市若宮４９６ 平成１７年２月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番
地の１ 伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番

地の１ 平成１７年３月３１日

社会福祉法人雄美会 北宇和郡吉田町魚棚２０－３ 居宅介護支援事業所白浦茜
荘 北宇和郡吉田町白浦３－２ 平成１７年４月１日

三間町 北宇和郡三間町宮野下８３５ 三間町 北宇和郡三間町迫目１２６ 平成１６年１２月１日

八幡浜市 八幡浜市北浜一丁目１番１
号

湯島介護支援サービス事業
所

八幡浜市大字五反田１番耕
地８０６番地 平成１３年４月１日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号
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�愛媛県告示第１４８４号
化製場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９年９月

愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正し、平成１７年

８月１日から施行する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表宇和島市の項区域の欄中「及び丸山公園」を「、丸山公

園、吉田町立間尻、吉田町魚棚、吉田町本町、吉田町北小路

、吉田町西小路、吉田町東小路、吉田町裡町、吉田町鶴間、

津島町岩松御幸、津島町岩松若宮、津島町岩松新川、津島町

岩松上本町１、津島町岩松上本町２、津島町岩松浜田町、津

島町岩松下本町１、津島町岩松下本町２、津島町岩松港町１

、津島町岩松港町２、津島町岩松港町３及び津島町岩松土居

ノ奥」に改め、同表吉田町の項、三間町の項及び津島町の項

を削る。

�愛媛県告示第１４８５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

八幡浜市 八幡浜市北浜一丁目１番１
号

八幡浜市在宅介護支援セン
ター指定居宅介護支援事業
所

八幡浜市大字松柏１１０１番地 平成１３年３月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０４９５１ 株式会社ピーエスエス 愛媛県松山市末広町１６
番地７ 訪問介護 訪問介護事業所かすが 愛媛県松山市末広町１６

番地７ 平成１７年６月１日

３８７０３００７８１ 株式会社アコンプリシ
ー

愛媛県松山市久万ノ台
１７６番地３ 訪問入浴介護 訪問入浴サービス笑歩

会
愛媛県宇和島市保田甲
９８３番地５ 平成１７年６月１日

３８７３９００７３６ 宇和島地区広域事務組
合

愛媛県宇和島市曙町１
番地

短期入所生活介
護

老人短期入所施設湯乃
香荘

愛媛県北宇和郡津島町
大字山財５８６１番地 平成１７年６月１日

３８７０５０１４４６ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号

短期入所生活介
護

短期入所生活介護事業
所プラチナガーデン

愛媛県新居浜市一宮町
二丁目６番７２号 平成１７年６月１日

３８７０５０１４５３ 株式会社サンキュー 大阪府摂津市鳥飼新町
一丁目１番３９号 訪問介護 ヘルパーステーション

お茶屋
愛媛県新居浜市西の土
居町二丁目８番２３号 平成１７年６月１日

３８７０５０１４６１ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 通所介護 通所介護事業所プラチ

ナガーデン
愛媛県新居浜市一宮町
二丁目６番７２号 平成１７年６月１日

３８７０５０１４７９ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 訪問介護 訪問介護事業所プラチ

ナガーデン
愛媛県新居浜市一宮町
二丁目６番７２号 平成１７年６月１日

３８７０１０４９７７ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４－３８

特定施設入所者
生活介護

有料老人ホームゆうゆ
う

愛媛県松山市余戸南２
－２４－３８ 平成１７年６月１０日

３８７０１０４９９３ 株式会社ダスキン椿 愛媛県松山市東長戸四
丁目２－１７ 福祉用具貸与 ヘルスレント松山ステ

ーション
愛媛県松山市天山三丁
目１５－１８ 平成１７年６月１３日

３８７０６００７９２ フジケア株式会社 愛媛県西条市下島山甲
１３８４番地 通所介護 デイサービスセンター

ひうち
愛媛県西条市下島山甲
１３８４番地 平成１７年６月１３日

３８７０１０５０２４ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 通所介護 デイサービスセンター

ゆうゆう
愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 平成１７年６月１４日

３８７０６００８００ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４－３８ 通所介護 デイホームきて民家 愛媛県西条市丹原町願

連寺２１４番地２ 平成１７年６月１４日

３８７０１０４９８５ 社会福祉法人道真会 愛媛県松山市富久町４１
２番地１ 通所介護 デイサービスセンター

はぶやま
愛媛県松山市高岡町７７
９番６ 平成１７年６月１５日

３８７０１０５０１６ 社会福祉法人道真会 愛媛県松山市富久町４１
２番地１

認知症対応型共
同生活介護

グループホームはぶや
ま

愛媛県松山市高岡町７７
９番６ 平成１７年６月１５日

３８７０３００７９９ 財団法人正光会 愛媛県宇和島市柿原１２
８０番地 通所介護 財団法人正光会デイサ

ービスセンター虹
愛媛県宇和島市柿原１２
８０番地 平成１７年６月２０日

３８７０１０５０４０ 有限会社四ッ葉 愛媛県松山市石風呂町
甲１０１４番１

認知症対応型共
同生活介護 グループホーム四ッ葉 愛媛県松山市桜ケ丘６４

３番２ 平成１７年６月２４日

３８７１４００２２６ 医療法人青峰会 愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地１０４６番地１

認知症対応型共
同生活介護 アクティブライフ宇和 愛媛県西予市宇和町卯

之町五丁目２３３番地 平成１７年６月２４日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

８０１
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�愛媛県告示第１４８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業を廃止した旨の届出があった。

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０５０１４８７ 社会福祉法人はぴねす
福祉会

愛媛県新居浜市若水町
一丁目９番１３号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所プ

ラチナガーデン
愛媛県新居浜市一宮町
二丁目６番７２号 平成１７年６月１日

３８７０１０５００８ 有限会社コンシェルジ
ュ

愛媛県松山市和田甲５３
番地１ 居宅介護支援 ケアプラザももたろう 愛媛県松山市和田甲５３

番地１ 平成１７年６月１３日

３８７０１０５０３２ 株式会社ファミリーケ
ア

愛媛県松山市南江戸一
丁目１番２１号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所フ

ァミリーケア南江戸
愛媛県松山市南江戸一
丁目１番２１号 平成１７年６月２０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人福祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７３９００７２８ 宇和島地区広域事務組
合

愛媛県宇和島市曙町１
番地

介護老人福祉施
設

特別養護老人ホーム湯
乃香荘

愛媛県北宇和郡津島町
山財５８６１番地 平成１７年６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０４９１０ 藤井吉株式会社 広島県広島市中区東平
塚町３番地２８ 通所介護 デイサービスセン

ター楽家 デイサービス楽家 愛媛県松山市問屋町
３３４－２６

平成１７年
６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８６０１９０７３９ 有限会社アシストジャ
パン

松山市久米窪田町１１６４
番地３ 訪問看護 アシストジャパン訪

問看護ステーション
愛媛県松山市久米
窪田町１１６４番地３

愛媛県松山市南高
井町１８１７－１

平成１６年
１０月１５日

３８７０１０２３２８ 特定非営利活動法人ラ
イフサポート友伍

愛媛県松山市朝生田町
六丁目２番２７号 訪問介護 指定訪問介護事業ラ

イフサポート友伍
愛媛県松山市朝生
田町六丁目５４２番
３号

愛媛県松山市朝生
田町六丁目２番２７
号

平成１７年
６月１日

３８７０１０２３５１ 特定非営利活動法人ラ
イフサポート友伍

愛媛県松山市朝生田町
六丁目２番２７号 通所介護 指定通所介護事業ラ

イフサポート友伍
愛媛県松山市朝生
田町六丁目５４２番
３号

愛媛県松山市朝生
田町六丁目２番２７
号

平成１７年
６月１日

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

８０２
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�愛媛県告示第１４９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定の辞退があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０１２８７２２ 愛媛医療生活協同組合 愛媛県松山市中村３－
１－１ 訪問入浴介護 愛媛生協病院 愛媛県松山市来住町１０

９１－１ 平成１７年５月３１日

３８７０３００２４５ 有限会社ビック 愛媛県八幡浜市松柏５１
６ 訪問介護 有限会社ビックあっぷ

るケアサービス
愛媛県宇和島市新町２
－１－５ 平成１７年５月３１日

３８７３２００６５７ 日興建設株式会社 愛媛県今治市菊間町浜
２１０番地２ 福祉用具貸与 ニッコーケアサービス 愛媛県今治市菊間町浜

２１０番地２ 平成１７年６月１日

３８７０２００８７４ 有限会社Ｔ・Ｙエンジ
ェル

愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 訪問介護 しまなみヘルパーステ

ーション
愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 平成１７年６月１３日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０１０２３１０ 特定非営利活動法人ラ
イフサポート友伍

愛媛県松山市朝生田町
六丁目２番２７号

居宅介護
支援

居宅介護支援事業ラ
イフサポート友伍

愛媛県松山市朝生
田町六丁目５４２番
３号

愛媛県松山市朝生
田町六丁目２番２７
号

平成１７年
６月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅介護支援事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０５１８０５４ 医療法人十全会 愛媛県新居浜市北新町
２－７３ 居宅介護支援 十全第二病院 愛媛県新居浜市角野新

田町１－１－２８ 平成１６年７月３１日

３８７０２００８８２ 有限会社Ｔ・Ｙエンジ
ェル

愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 居宅介護支援 しまなみケアプランセ

ンター
愛媛県今治市山路４１０
番地１６ 平成１７年６月１３日

介 護 保 険
事業者番号

指 定 介 護 療 養 型
医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護療養型医療施設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８１０９２８１４７ 医療法人志尚会武村外
科胃腸科医院

愛媛県四国中央市三島
宮川２－４－２

介護療養型医療
施設 武村外科胃腸科 愛媛県四国中央市三島

宮川二丁目４番２号 平成１７年６月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 秋 好 新居浜市宮西町１番２９号

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

８０３
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�愛媛県告示第１４９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、四国中央市三島土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 村 巌 四国中央市上柏町５５５－３

〃 大 西 詮 四国中央市上柏町１６３１

〃 鈴 木 菊 一 四国中央市上柏町７５３－２

〃 大 西 義 夫 四国中央市上柏町９９０

〃 福 田 米 吉 四国中央市上柏町２８８

〃 村 上 一 四国中央市上柏町４８

〃 川 端 春 夏 四国中央市下柏町８６

〃 高 橋 清 春 四国中央市下柏町４８１

〃 熊 野 理太郎 四国中央市下柏町１２５２

〃 加 地 隆 四国中央市下柏町１１３１

〃 三 宅 栄 四国中央市下柏町１２９１

〃 三 宅 勇 一 四国中央市下柏町１０９５

〃 鈴 木 友 一 四国中央市下柏町２０６

〃 井 川 義 明 四国中央市下柏町５５－２

〃 石 川 和 男 四国中央市三島宮川１－８－１１

〃 高 橋 薫 四国中央市中曽根町２４５－３

〃 高 橋 功 四国中央市中曽根町４０－２

〃 森 井 幸三郎 四国中央市中曽根町１２５７

〃 石 井 勝 一 四国中央市中曽根町１３５５

〃 守 谷 稔 四国中央市中曽根町２４１２

〃 福 田 定 幸 四国中央市中之庄町１４９０－１

〃 藤 原 俊 雄 四国中央市中之庄町６７４

〃 鈴 木 義 則 四国中央市具定町２５１－２

〃 篠 原 茂 四国中央市具定町１８８

〃 飛 鷹 総 慶 四国中央市寒川町３０９３－１

〃 三 好 忠 行 四国中央市寒川町１１４７

〃 妻 鳥 孝 治 四国中央市寒川町２０１４

〃 加 地 将 徳 四国中央市寒川町１３８－２

〃 長 野 成 和 四国中央市寒川町５３８－１

〃 飛 鷹 強 四国中央市寒川町３８１１

〃 高 石 昇 四国中央市寒川町３３４８

〃 藤 井 一 広 四国中央市寒川町４４４５

〃 佐々木 守 一 四国中央市寒川町４６７

〃 高 橋 長 治 四国中央市寒川町３９３８

〃 宮 崎 武 司 四国中央市寒川町２８２２

〃 篠 永 茂 行 四国中央市寒川町１４３０

〃 白 峰 精一郎 四国中央市豊岡町大町９１２

〃 鈴 木 凱 夫 四国中央市豊岡町豊田４１

〃 星 川 久 幸 四国中央市豊岡町五良野２５４－１

〃 一 柳 征四郎 四国中央市豊岡町長田１３３１

〃 河 村 清 成 四国中央市豊岡町岡銅６７８－３

〃 続 宗 政 晴 四国中央市豊岡町大町１３５３

〃 河 村 重 義 四国中央市豊岡町長田２１５

〃 鎌 倉 敏 行 四国中央市富郷町豊坂１７１

〃 古 川 澄 佳 四国中央市富郷町寒川山４７４

〃 高 橋 徳 則 四国中央市富郷町寒川山７３６

〃 鎌 倉 敏 行 四国中央市富郷町豊坂１７１

〃 近 藤 常 房 四国中央市富郷町寒川山３９３

監 事 石 村 幸 雄 四国中央市上柏町９４５

〃 石 川 保 夫 四国中央市中曽根町６０８

〃 妻 鳥 孝 冶 四国中央市寒川町２０１４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 村 巌 四国中央市上柏町５５５－３

〃 鈴 木 清 雄 四国中央市下柏町５２３

〃 三 宅 繁 博 四国中央市下柏町１１２１

〃 高 橋 薫 四国中央市中曽根町２４５－３

〃 森 英 雄 四国中央市三島宮川２丁目１－５１

〃 宮 崎 利 光 四国中央市中之庄町１１３５

〃 飛 鷹 総 慶 四国中央市寒川町３０９３－１

〃 佐々木 守 一 四国中央市寒川町４６７

〃 宮 崎 武 司 四国中央市寒川町２８２２

〃 白 峰 精一郎 四国中央市豊岡町大町９１２

〃 星 川 久 幸 四国中央市豊岡町五良野２５４－１

〃 河 村 重 義 四国中央市豊岡町長田２１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 秋 好 新居浜市宮西町１番２９号

〃 塩 崎 正 勝 新居浜市新田町１丁目１７番２４号

〃 真 鍋 文 男 新居浜市河内町１０番１２号

〃 佐 野 秀 夫 新居浜市西の土居町２丁目１３番６号

〃 青 木 忠 好 新居浜市久保田町３丁目２番１５号

〃 神 野 強 新居浜市久保田町２丁目７番３号

〃 今 村 勝 新居浜市政枝町１丁目７番９号

〃 岩 佐 恒 男 新居浜市西の土居町２丁目４番２５号

〃 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４番１３号

〃 永 井 多加茂 新居浜市北新町４番８号

〃 松 木 忠 夫 新居浜市江口町８番３１号

〃 藤 田 孝 三 新居浜市高木町１０番２９号

監 事 山 内 孝 之 新居浜市久保田町３丁目３番１６号

〃 横 山 一 男 新居浜市政枝町１丁目２番５号

〃 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４番１３号

〃 青 木 忠 好 新居浜市久保田町３丁目２番１５号

〃 神 野 強 新居浜市久保田町２丁目７番３号

〃 佐 野 秀 夫 新居浜市西の土居町２丁目１３番６号

〃 今 村 勝 新居浜市政枝町１丁目７番９号

〃 塩 崎 正 勝 新居浜市新田町１丁目１７番２４号

〃 岩 佐 恒 男 新居浜市西の土居町２丁目４番２５号

〃 松 木 忠 夫 新居浜市江口町８番３１号

〃 藤 田 孝 三 新居浜市高木町１０番２９号

〃 藤 田 憲 弘 新居浜市江口町１４番２１号

〃 藤 田 和 利 新居浜市河内町７番１０号

監 事 山 内 孝 之 新居浜市久保田町３丁目３番１６号

〃 加 藤 仁 新居浜市政枝町１丁目１番３０号

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

８０４



�������
�愛媛県告示第１４９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町上野土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町小林土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１４９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町長津干拓土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 弘 二 四国中央市土居町小林１２１４番地

〃 越 智 勲 四国中央市土居町小林６９１番地

〃 近 藤 丈 夫 四国中央市土居町小林４８９番地１

〃 渡 辺 英太郎 四国中央市土居町小林１３８番地

〃 高 橋 輝 子 四国中央市土居町小林５番地

〃 星 川 幹 雄 四国中央市土居町小林１５３７番地

〃 河 村 信 一 四国中央市土居町小林８１８番地１

〃 高 橋 久 四国中央市土居町小林７４４番地

〃 村 上 朋 穂 四国中央市土居町小林１１０５番地

〃 松 本 光 雄 四国中央市土居町中村１７９４番地

〃 河 村 治 政 四国中央市土居町小林１６４８番地

監 事 星 川 卓 三 四国中央市土居町小林７３６番地

〃 高 橋 進 四国中央市土居町小林３０４番地１

〃 高 橋 正 隆 四国中央市土居町小林１１９６番地

〃 安 藤 数 幸 四国中央市土居町小林１２２２番地

〃 石 田 安 弘 四国中央市土居町小林１７５３番地

〃 村 上 豊 司 四国中央市土居町小林１３２５番地

〃 越 智 惺 四国中央市土居町小林８１０番地

〃 安 藤 義 夫 四国中央市土居町小林１６０８番地

〃 近 藤 カツ子 四国中央市土居町小林２９５番地

〃 川 村 重 正 四国中央市土居町小林４９０番地

監 事 高 橋 利 雄 四国中央市土居町小林１５５９番地

〃 河 村 克 信 四国中央市土居町小林７９７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 幸 夫 四国中央市土居町小林１６４２番地

〃 越 智 正 義 四国中央市土居町小林２９２番地

〃 西 山 雅 啓 四国中央市土居町小林７８６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 尾 崎 清 隆 四国中央市土居町上野１６７４番地

〃 井 上 瀧 雄 四国中央市土居町上野３３１９番地

監 事 真 鍋 久 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 真 鍋 久 繁 四国中央市土居町上野３６９８番地

〃 藤 田 忠 和 四国中央市土居町上野１６７７番地

監 事 井 上 宣 尚 四国中央市土居町上野３６１５番地２

〃 高 橋 義 博 四国中央市富郷町寒川山１１４８

〃 鎌 倉 俊 男 四国中央市富郷町豊坂９３

〃 高 橋 閲 雄 四国中央市富郷町津根山７３－１

〃 西 村 信 雄 四国中央市富郷町津根山２００

〃 鎌 倉 恒 雄 四国中央市富郷町豊坂１６９

監 事 鈴 木 良 男 四国中央市下柏町９３９

〃 石 村 幸 雄 四国中央市上柏町９４５

〃 菰 田 利 雄 四国中央市下柏町５８９－１

〃 石 川 保 夫 四国中央市中曽根町６０８

〃 宮 崎 利 光 四国中央市中之庄町１１３５

〃 三 好 幸 四国中央市寒川町１１２０

〃 続 木 忠 義 四国中央市寒川町２４３４

〃 森 実 忠 男 四国中央市豊岡町豊田８７

〃 定 岡 主 泰 四国中央市豊岡町長田１０７

〃 曽我部 一 仁 四国中央市豊岡町大町１９４０

〃 高 橋 正 吉 四国中央市豊岡町大町５１５－２

〃 高 橋 寅 夫 四国中央市富郷町寒川山２００

〃 近 藤 常 房 四国中央市富郷町豊坂１６９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 村 薫 四国中央市土居町野田１１５４番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 安 藤 亮 一 四国中央市土居町中村１８５７番地

〃 近 江 勝 一 四国中央市土居町中村２５０番地

〃 河 村 康 正 四国中央市土居町中村１１９３番地

〃 鈴 木 籐喜秋 四国中央市土居町中村６１１番地

〃 辻 政 春 四国中央市土居町中村１０４１番地

〃 高 橋 正 典 四国中央市土居町藤原４番耕地２７－
２

〃 加 地 正 照 四国中央市中曽根町２６１２番地２

〃 鈴 木 政 信 四国中央市豊岡町８８番地

監 事 岡 丈 平 四国中央市土居町中村１２００番地

〃 中 川 吾 平 四国中央市土居町中村１１７１番地

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号
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�愛媛県告示第１４９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、宇摩郡土居町中村土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市朔日市新田土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、今治市から協議のあった市営土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・菊間地区）の施行に平成１７年７月

１４日同意した。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 苅 田 厳 之 四国中央市土居町中村１００３番地

〃 加 藤 隆 雄 四国中央市土居町中村１４４７番地

〃 加 藤 弘 明 四国中央市土居町中村１４４２番地

〃 萩 尾 久美男 四国中央市土居町中村６６３番地

〃 近 江 勝 一 四国中央市土居町中村２５０番地

〃 鈴 木 修 一 四国中央市土居町中村５４４番地

〃 近 藤 通 四国中央市土居町中村５７９番地

〃 高 橋 幸 和 四国中央市土居町中村８５２番地

〃 鈴 木 文 幸 四国中央市土居町中村８５３番地

〃 藤 井 良 男 四国中央市土居町中村９５８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 苅 田 厳 之 四国中央市土居町中村１００３番地

〃 加 藤 隆 雄 四国中央市土居町中村１４４７番地

〃 加 藤 弘 明 四国中央市土居町中村１４４２番地

〃 萩 尾 久美男 四国中央市土居町中村６６３番地

〃 近 江 勝 一 四国中央市土居町中村２５０番地

〃 鈴 木 修 一 四国中央市土居町中村５４４番地

〃 近 藤 通 四国中央市土居町中村５７９番地

〃 高 橋 幸 和 四国中央市土居町中村８５２番地

〃 鈴 木 文 幸 四国中央市土居町中村８５３番地

〃 藤 井 良 男 四国中央市土居町中村９５８番地

〃 渡 辺 俊 信 四国中央市土居町中村１１３５番地

〃 河 村 康 正 四国中央市土居町中村１１９３番地

〃 苅 田 和 子 四国中央市土居町中村１０９８番地

監 事 岡 丈 平 四国中央市土居町中村１２００番地

〃 安 藤 祐 光 四国中央市土居町中村１００８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 正 行 四国中央市土居町野田乙２７番地

〃 谷 比呂司 四国中央市川之江町２７５１番地１０

〃 鈴 木 伸太郎 四国中央市土居町中村８５９番地

〃 岡 丈 平 四国中央市土居町中村１２００番地

〃 梶 本 喜 男 四国中央市土居町藤原４番耕地２７５
番地１

〃 鈴 木 政 信 四国中央市豊岡町８８番地

〃 近 藤 守 四国中央市土居町小林１８５６番地

〃 加 地 宏 輔 四国中央市中曽根町２６１２番地２

〃 鈴 木 シズ子 四国中央市土居町中村５４５番地

〃 鈴 木 文 幸 四国中央市土居町中村８５３番地

監 事 安 藤 祐 光 四国中央市土居町中村１００８番地

〃 山 上 岩 夫 四国中央市土居町中村１８６９番地

〃 渡 辺 俊 信 四国中央市土居町中村１１３５番地

〃 河 村 康 正 四国中央市土居町中村１１９３番地

〃 苅 田 和 子 四国中央市土居町中村１０９８番地

監 事 岡 丈 平 四国中央市土居町中村１２００番地

〃 安 藤 祐 光 四国中央市土居町中村１００８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 壽 西条市玉津８１番地

〃 高 橋 彦 雄 西条市神拝乙１０２番地の２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 浦 忠 弘 西条市新田７１番地の２

〃 浅 田 文 男 西条市喜多川７７６番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 二 宮 直 之 八幡浜市真網代乙３５４

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 末 光 久 男 八幡浜市真網代丙７１０－３

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号
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�愛媛県告示第１５０３号
県有林管理経営事業従事者の駐在所の位置、名称及び担当

区域（昭和３７年７月愛媛県告示第５３０号）の一部を次のよう

に改正し、平成１７年８月１日から施行する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表津島町御槇県有林事務所の項を次のように改める。

宇和島市御槇県有林事務所 宇和島市 宇和島市のう

ち津島町

表東予市県有林事務所の項を削る。

�������
�愛媛県告示第１５０４号
平成１７年愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１号に基づき

コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑

いがあると認められるので、コイの持ち出しの制限をする水

域を次のとおり定め、公表する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

御舟川水系（御舟川）、新町川水系（新町川、本陣川）及

び新川水系（新川）並びにこれらと連接一体をなす内水面

�������
�愛媛県告示第１５０５号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５０６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市妻鳥町字上三本木１７１９番１２並びに同市妻鳥町

字下樋ノ上１７６０番２、１７６１番１０、１７６０番２地先農道及び１７

６１番１０地先農道

２ 申請人の住所氏名

香川県高松市林町２２１７番地１０

株式会社 穴吹ミサワホーム 代表取締役 嶋津 哲

３ 図面省略

幹流
知永川

右岸 北宇和郡吉田町大字知永字高畑２１０番地先
から同町大字知永字知永９５３番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字知永字高畑２０９番地先
から同町大字知永字知永１２７７番６地先まで

支流
小名川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字小名２番耕地１３
９７番地先から同町大字立間字雪森２番耕地
１９４１番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字小名２番耕地１３
９５番地先から同町大字立間字雪森２番耕地
１７９３番５地先まで

支流
中の谷川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字中之谷２番耕地
１１１４番１地先から同町大字立間字雪森２番
耕地１７９０番２地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字中之谷２番耕地
１１１５番地先から同町大字立間字中之谷２番
耕地９９７番２地先まで

小支流
合蔵川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字合蔵１番耕地２３
１番地先から同町大字立間字合蔵１番耕地
２９番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字合蔵１番耕地７０
１番地先から同町大字立間字三反田２番耕
地２９０１番地先まで

小支流
ハジカミ川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字門田１番耕地４３
０番地先から同町大字立間字門田１番耕地
４２４番１地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字ハジカミ１番耕
地４２１番地先から同町大字立間字厄が市１
番耕地３６１番地先まで

小支流
容の谷川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字田島１番耕地６７
７番地先から同町大字立間字田島１番耕地
６６８番２地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字大の谷１番耕地
６８０番地先から同町大字立間字黒坪１番耕
地７６５番地先まで

小支流
荒巻川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字鳥ガ藪３番耕地
１１７０番地先から同町大字立間字久枝１番耕
地２５９３番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字鳥ガ藪１番耕地
２３７０番地先から同町大字立間字半田１番耕
地２２２６番地先まで

小支流
柏木川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字正勺１番耕地１１
１５番地先から同町大字立間字助七郎１番耕
地１１９４番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字黒坪１番耕地９９
４番地先から同町大字立間字黒坪１番耕地
８４９番地先まで

小支流
トウノコ川

右岸 北宇和郡吉田町大字立間字トウノコ１番耕
地１３００番地先から同町大字立間字八反代１
番耕地１３４２番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字立間字トウノコ１番耕
地１３００番地先から同町大字立間字トウノコ
１番耕地１２３４番地先まで

河 川 名 区 域

単流
鎌川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字伊崎２１５番２地
先から同町大字南君字伊崎１８５番１地先ま
で

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字伊崎２２２番地先
から同町大字南君字伊崎１８６番５地先まで

単流
伊崎川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字伊崎４４番地先か
ら同町大字南君字伊崎６１番２地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字伊崎４５番地先か
ら同町大字南君字伊崎６８番２地先まで

単流
西川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字西５３０番地先か
ら同町大字南君字西４６７番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字西５３０番地先か
ら同町大字南君字東５８３番２地先まで

単流
神田川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字東７４３番地先か
ら同町大字南君字東６６７番２地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字東７４９番地先か
ら同町大字南君字東９４２番３地先まで

単流
長田川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字谷１０５６番地先か
ら同町大字南君字東番外２６番地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字谷１０６５番地先か
ら同町大字南君字東番外２６番地先まで

単流
谷川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字谷１１８１番３地先
から同町大字南君字畑１５６２番１５地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字谷１８１８番２地先
から同町大字南君字東立目２０２６番５地先ま
で

単流
清水川

右岸 北宇和郡吉田町大字南君字谷１６０１番地先か
ら同町大字南君字向畑１５６２番８地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字南君字向畑１７００番地先
から同町大字南君字向畑１５６２番９地先まで

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

西条市大町字鷹丸４５１番１ 宅地 ２，６３５．２９� １８０，８５２，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年８月２９日（月）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１７年９月２６日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積 予定価格

東温市樋口字前川甲１４２０番
６

雑種
地

３１６．４５� ２８，２５１，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１７年８月３１日（水）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

愛 媛 県 報平成１７年７月２９日 第１６８０号

８０８



平成１７年１０月３日（月）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
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愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成１８年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施

する。

平成１７年７月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 一般入学試験

平成１８年１月１９日（木） 学科試験及び面接試験

イ 推薦入学試験

平成１７年１１月２２日（火） 学科試験、面接試験及び

口頭試問

� アグリビジネス科

平成１８年１月２０日（金） 学科試験、面接試験及び口

頭試問

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び入学資格

� 総合農学科

コ ー ス 野 菜 複 合
コ ー ス

花 き 複 合
コ ー ス 果樹コース 畜産コース

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各コース合わせて５５人

入学資格 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５６条第１項
の規定に該当する者

� アグリビジネス科

コ ー ス 栽 培 育 種
コ ー ス

環境・流通
コ ー ス

家 畜 管 理
コ ー ス

食 品 加 工
コ ー ス

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各コース合わせて１５人

入学資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者
� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農
林水産大臣と協議して設置されたものに限る。
）を卒業した者
� �及び�に掲げるもののほか知事がこれらの
者と同等以上の学力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 一般入学試験

必須科目 国語（古典及び古典講読を除く。）及び

数学�
選択科目 農業科学基礎、化学�又は生物�のうち

１科目

イ 推薦入学試験

小論文

� アグリビジネス科

ア 必須科目 農業経営

イ 選択科目 作物、園芸、畜産又は食品加工のうち１

科目

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 一般入学試験

平成１７年１２月１２日（月）から２２日（木）まで

イ 推薦入学試験

平成１７年１１月１日（火）から１１日（金）まで

� アグリビジネス科

平成１７年１２月１２日（月）から２２日（木）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科

とも当該受付期間の締切日までの消印があるものは、受

け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に揚げる書類等を添えて愛媛県立農業大学
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人事委員会規則

人事委員会告示

雑 報

校長に提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上

半身像で５センチメートル平方形のもの）

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出

身高等学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校

に問い合わせること。

�愛媛県人事委員会規則７－１０１３
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１７年７月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１宇和島市の項中「 �淵１６３９番地

「 津島町御内３５３

津島町御内７１７

�淵１６３９番地

宇和島警察署�淵駐在所 」を

番地

番地

宇和島市御槇県有林事務所

宇和島警察署御槇駐在所

宇和島警察署�淵駐在所

に、「

」

下波５５１６番地 栽培漁業センター

「 下波５５１６番地

津島町山財字長野乙１４４番地

津島町嵐２３７番地の１

栽培漁業セ

山財ダム管

宇和島警察

」を

ンター

理事務所

署下灘駐在所

に改める。

」

別表第１北宇和郡の項中
「 津島町大字御内３５３番地

津島町大字御内７１７番地

津島町御槙県有林事務所

宇和島警察署御槙駐在所
及び

「 津島町大字山

津島町大字嵐」
財字長野乙１４４番地

２３７番地の１

山財ダム管理事務所

宇和島警察署下灘駐在所
を削る

」

。

別表第２喜多郡の項の次に次のように加える。

宇和島市 津島町北灘甲２１４７番地３８ 宇和島警察署北灘駐在所

別表第２北宇和郡の項中「 津島町北灘甲２１４７番地３８ 宇

和島警察署北灘駐在所 」を削る。

附 則

この規則は、平成１７年８月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会告示第６号
へき地等学校の指定（平成１３年１２月愛媛県人事委員会告示

第２号）の一部を次のように改正し、平成１７年８月１日から

施行する。

平成１７年７月２９日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

１�の表宇和島市の項を次のように改める。

宇和島市 宇和島市立竹ヶ島小学校 ５級

宇和島市立蒋淵小学校 ２級

宇和島市立戸島小学校

宇和島市立嘉島小学校

宇和島市立日振島小学校

宇和島市立御槙小学校

宇和島市立由良小学校

宇和島市立由良小学校須下分校

宇和島市立遊子小学校 １級

宇和島市立曽根小学校

宇和島市立由良小学校平井分校

「 津島町立竹ヶ島小学校

津島町立御槙小学校

津島町立由良小学校

津島町立由良小学校須下分校

１�の表北宇和郡の項中

５級

２級
及び

「津島町立曽根小学校
を削る。

津島町立由良小学校平井分校」

」

３�の表宇和島市の項学校名の欄中「宇和島市立三浦小学

校」を
「宇和島市立三浦小学校

に改め、同表北宇和郡の項
宇和島市立浦知小学校」

を削る。

�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０

条第４項の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをい

う。以下同じ。）に関する持ち出しの制限、放流等の制限及

び遺棄の禁止について、平成１７年７月２５日に次のとおり指示

した。

平成１７年７月２９日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 森岡 惇一

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面（以

下「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがある

と愛媛県知事が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め
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、公表する水域のコイを持ち出してはならない。ただし

、公的機関が試験研究又は検査に供する場合は、この限

りでない。

� 放流等の制限

県内の公供用水面等へのコイの放流は、放流用のコイ

が次に揚げる要件のすべてに該当する場合以外は、して

はならない。ただし、採捕したコイを採捕した公共用水

面等へ再放流する場合はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来する

ものでないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来する

コイと水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認

されたコイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄して

はならない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適
用しない。

２ 指示の期間

平成１７年７月２５日から平成１８年３月３１日まで

�公営企業任免辞令
７月１２日

愛媛県技術吏員 中 村 有 希

願により本職を免ずる
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